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　１．取組みの経緯

　速やかな取組みの求められている東日本大震災に係

る災害公営住宅について、用地取得費が国の補助対象

となり、借地権の取得に要する費用も含まれていると

されたことから、当センター及び定期借地権推進協議

会に対して定期借地権を活用する場合の費用の算定等

について明確にして欲しいとの要望が寄せられた。

　このため、（財）都市農地活用支援センター・定期

借地権推進協議会が宮城県と協議し、国の関係部署等

の参加を得て具体地区（宮城県塩竈市浦戸地区）で定

期借地権のケーススタディを行い、この中で災害公営

住宅に定期借地権を活用する場合の基本的な考え方を

整理・提示することとした。（結果の要約は当センター

HPに掲載している。）

　ケーススタディは現地での開催を含め、平成24年５

月～７月にかけて２回実施された。

　検討会のメンバーは以下の通りである。

 

　２．ケーススタディ結果の概要

②検討の前提

・ 定期借地権で支払う対価は地代と一時金があり、し

かも一時金には様々な種類がある。今回の復興交付

金の補助対象になる範囲を明確にする必要がある。

・ 今回の災害公営住宅用地に係る定期借地権の取得は

地方公共団体が行うものであり、補助対象となる権

利金や地代の金額算定の根拠付けについて、議会や

市民への説明責任を果たすことが不可欠であると同

時に補助金等の執行の観点からも適正なものでなけ

ればならない。

・ 一般の用地取得の場合はこうした根拠付の手段とし

て不動産鑑定評価が用いられるが、定期借地権の取

得について不動産鑑定評価のカテゴリーとなってい

るのは地代のみであり、一時金算定の根拠としては

その有効性に限界がある。

　 また、定期借地権と公共団体の関係について言えば、

公有地の貸主となるケースが大半であり、公共団体

が借主となった前例は殆どないことに加え、これま

での定期借地権の契約は、民間ベースでのものが大

半で、その場合、地代等の設定において鑑定評価が

用いられることは無く、鑑定評価に必要な個別資料

の系統的な蓄積・整備がなされていないという問題

がある。

・ 他方、こうした民間ベースの契約実態（一般定期借

地権）は国土交通省や（財）都市農地活用支援セン

ター・定期借地権推進協議会が実施してきた全国定

期借地権付住宅供給実態調査という信頼のできる統

計データとして蓄積されていることから、不動産鑑

定評価を補完する形でこうしたデータを有効に活用

することにより、地方公共団体が説明責任を果たす

ことが可能となると考えられる。

・ 検討会では、補助対象の範囲を明確にすることに加

え、データ整備の実態を踏まえ、鑑定評価と統計

データを組み合せたオーソライズ手法の提示を主た

るテーマとする。

③補助対象の範囲

・ 補助の対象となるのは権利取得に要する費用であ

り、各月、年の利用の対価である地代は補助対象に

はならない。
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　 従って、地代の前払い金である地代一括前払い金は

補助対象とならない。

　 保証金は契約終了後に借地人に返還される預け金で

あることから補助対象とならない。

　 権利金は補助対象となる。

　 地代一括前払い相当額を権利金とする場合は補助対

象となる。

④権利金の算定とオーソライズの方法

・ 借地人となる地方公共団体の立場からは、唯一定期

借地権を取得後支払いの生じない方法である一括前

払い地代相当額を権利金とする方法を採用すること

が基本となると考えられるので、この方法を想定し

た権利金の算定とオーソライズの方法を検討する。

　 なお、この場合、借地権は地上権となり契約は地上

権設定契約となる。

　 （なお、地主の立場からはそれ以外の方法との得失

もあることから、対象事業において当該方法を採用

した理由、経緯を明確にしておく必要がある。）

・ 権利金の算定とオーソライズについては先行事例

（阪神淡路大震災時の尼崎市の事例及び今次大震災

の仙台市の事例）を踏まえ、次の2つの方法を提示

する。

イ．統計的手法

　土地価格に対する年額地代や一時金の割合について

は安定的な統計データがあるため、土地価格（更地価

格）を求める際に不動産鑑定評価を用い、それを元に

統計的手法による算定式を用いて地代一括前払い相当

額を算出する方法。

　全国定期借地権付住宅供給実態調査データは公表さ

れているが、地域区分等による詳細データ分析を行い

たい場合は、(財)都市農地活用支援センター・定期借

地権推進協議会に依頼し、所要のデータを作成するこ

とも可能である。

ロ．鑑定年額地代による手法

　不動産鑑定評価で年額地代鑑定を行い、更に付記意

見として複利年金現価率等を用いた計算により一括前

払い地代相当額を推計する方法。

　年額地代鑑定に当たっては取引事例法を中心に適用

することとなるが、そのデータ蓄積が極めて不十分で

あるため、この場合にも定期借地権の専門家とのコラ

ボレーションの場を設定する等により上記イの試算を

行いこれとあまり大きな乖離が生じないような配慮を

することが不可欠と考える。（統計データ作業につい

ては報告書巻末資料として添付する。）

⑤統計的手法による一括前払い地代相当額の算定

　鑑定年額地代による手法を用いた一括前払い地代相

当額を算定する方法については、文末に参考資料とし

て作業フローを示すにとどめ、ここでは、統計的手法

による一括前払い地代相当額算定の数式、考え方を述

べておく。

・ 今回の被災地域における中層又は戸建ての災害公営

住宅建設を想定した場合、統計的には土地価格（更

地価格）の25％程度の一時金の負担と土地価格（更

地価格）の1.2％程度の年額地代を支払うのが一般

的ということになる。

・ 権利金については、安定的に排他的に土地利用する

権利設定の対価という側面と地代の一部前払い的な

性格という側面を有しているといわれているが、一

時金を含めた地代一括前払いという方式が適用され

るならば、その中に吸収・解消されることが自然と

いえる。

・ この実態を踏まえた一括前払い地代相当額は以下の

算式で求められる。

土地価格（更地価格）×｛0.25＋0.012×借地期間×

借地期間の（複利）年金現価率｝

・ 宮城県塩竈市浦戸地区でのケーススタディでは、借

地期間を52年、年利率を1.5％と想定したが、一括

前払い地代相当額は土地価格（更地価格）の67％と

算定された。

　 なお、このケーススタディでは同時に不動産鑑定評

価による地代算定（積算法）と一括前払い相当額算

定も行った。

　 土地価格（更地価格）を基礎価格とし、利回りを

2.0％、年金現価率の年利率を1.5％として計算した

結果は土地価格（更地価格）の70％となった。

　 なお、ケーススタディ地区が離島地区であり、固定
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資産税は極めて低額であったので算定にあたって公

租公課は考慮していない。

【参考】鑑定評価基準による新規賃料算定方法を踏ま

えた作業フロー

　３．おわりに

　本ケーススタディは既に既に宅地が存在している前

提で実施されたものであるが、本ケーススタディの後、

被災地自治体の依頼により、開発型の事業（自治体代

行）において定期借地権を活用する場合の土地所有者

の適正な開発利益負担の考え方等について整理を行っ

た。

　この結果については後日別稿でお知らせしたい。


